
今回の日合商解説（vol.131）では、2026年以降の法改正が住宅業界にも
たらす変化について解説します。
2026年以降、取引・雇用・不動産・労務など幅広い分野で制度改正が予定
されています。住宅業界にとっても、これらは無関係な話ではありません。
実務への影響が大きい制度を整理します。
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① 取引・契約のあり方が変わる

まず押さえておきたいのが、2026年1月施行の中小受託取引適正化法
（取適法）です。
従来の下請法の枠を広げ、製造委託や修理委託、役務提供委託まで幅広
く対象とする点が特徴です。

住宅業界では、建材加工、施工の外注、設計・積算・デザイン業務など
が該当しやすく、支払条件や価格決定プロセスの透明性がより厳しく問
われます。
手形払いの禁止や、価格転嫁に関する協議拒否の抑止が明確化されたこ
とで、「これまで慣行として行われてきた取引」が見直しを迫られる場
面も出てきます。

建材流通・販売店にとっては、取引先との契約条件を改めて整理し、説
明責任を果たせる体制を整えることが、リスク管理の観点からも重要に
なります。

https://au-shimizu.co.jp/


② 不動産・住宅ストックを巡る制度の変化

不動産・住宅ストックを巡る制度として注目されるのが、改正不動産登記
法による「所有不動産記録証明制度」の創設です。
相続登記の義務化自体は2024年から始まっていますが、現場では「どの不
動産を相続登記すべきか分からない」「相続対象の全体像を把握できてい
ない」といった声も少なくありませんでした。
今回の制度は、こうした課題を補うため、亡くなった方にひもづく不動産
を一覧で確認できる仕組みを整えるものです。これにより、相続登記の漏
れを防ぎやすくなるだけでなく、所有者不明土地の発生を未然に抑える効
果も期待されています。

これまで所有者不明土地は「放置されがち」だった側面がありましたが、
今後は、不動産の存在が可視化されることで、「活用するのか」「売却す
るのか」「国庫に帰属させるのか」といった判断を、より早い段階で行う
ことが求められるようになります。
住宅業界にとっては、空き家や遊休不動産が市場に出てくる機会が増える
一方で、利活用の可否や法的整理を見極める力がこれまで以上に重要にな
ります。単に建てる・直すだけでなく、「この不動産をどう扱うべきか」
という判断そのものが、事業機会にもリスク管理にも直結する局面に入っ
たといえるでしょう。

出展：法務省,「令和３年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント（令和7年6月版）」

https://au-shimizu.co.jp/


③ 人材確保と安全配慮を巡る制度対応も本格化

2026年以降は、人材確保や働き方に関わる制度対応も、住宅業界にとって
無視できないテーマとなります。

法制度は一定規模以上の企業から先行して適用し、その後、対象を広げて
いくケースが多く見られます。現時点で直接の対象外であっても、「いず
れ対応が必要になる可能性が高い」と捉えておくことが現実的です。
人手不足が続く住宅業界においては、「人を増やす」以前に、「今いる人が
安心して働き続けられる環境をどう整えるか」が問われる段階に入っていま
す。制度対応は単なる義務ではなく、企業の信頼性や持続性を左右する要
素として、経営の中に組み込んでいく必要があります。

また、雇用に関する制度改正も続きます。改正女性活躍推進法では、2026
年4月から、101人以上の企業を対象に「男女間賃金差異」や「女性管理職
比率」などの情報公表義務が拡大されます。
さらに、2026年7月以降は民間企業の法定障害者雇用率が2.7％へ引き上げ
られる予定です。

改正労働安全衛生法では、高年齢労働者への配慮に加え、職場のメンタル
ヘルス対策としてストレスチェック制度の見直しが進められています。
これまで努力義務とされてきた50人未満の事業場についても、段階的に義
務化される方向が示されており、準備期間を経て適用が広がっていく見込
みです。

改正労働安全衛生法

雇用関係の制度改正

出展：厚生労働省,「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和７年法律第33号）」より抜粋

https://au-shimizu.co.jp/
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